
改  正  後  

児童厚生施設等整備費交付要綱  児童厚生施設等整備費交付要綱  

（通 則）1～（交付額の算定方法）7 略   

（交付の条件）  

8．この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。   

（1）～（7） 略  

（8）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に  

（通 則）1～（交付額の算定方法）7 略   

（交付の条件）  
8．この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。   

（1）～（7） 略  
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平成22年度 児童厚生施設等整備費交付要綱新旧対照表（案）  
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納付させることがある。  
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改  正  後  現  行   

別表  別 表   

芸  崇  三≡  芸  王  室－  

1区分  2整備区分  3 種 目  4  基  準  額   5  対 象 経 費  1区分  2整備区分  3 種 目  4 基  準  額  5 対象 経費  
施  設  創  設  工事費  1 施設の種類ごとに次に掲げる額   児童厚生施設等の施設整   施  設  創  設  工事費  1 施設の種類ごとに次に掲げる額  児童厚生施設等の施設整  

整備 費  及  び  （1）大型児童館   備に必要な工事費又は工事    整備費  及  び  （1）大型児童館  備に必要な工事費又は工事  

改  築  ア A型児童館   請負費及び工事事務費（工  改  築  ア A型児童館  請負費及び工事事務費（工  
厚生労働大臣が承認した面積（ただし、  事施工のため直接必要な事  厚生労働大臣が承認した面積（ただし、事施工のため直接必要な事  

都道府県の人口規模により、付表1に掲  務に要する費用であって、  都道府県の人口規模により、付表1に掲 務に要する費用であって、  

げる補助基準面積の範層内で、2．000平  旅費、消耗品費、通信運搬  げる補助基準面梢び）範囲内で、2．000平 旅費、消耗品費、通信運搬  

方米以上のもの。）に1平方米当たり基  費、印刷製本費及び設計  方米以上のもの。）に1平方米当たり基 碧、印刷製本費及び設計  
準単価370，600円（実1平方米当たり基  監理料等をいい、その額は  準単価364，000円（実1平方米当たり基 監理料等をいい、その額は  
準単価に満たないときは実1平方米当た  工事費又は工事請負費の  準単価に満たないときは実1平方米当た 工事費又は工事請負費の  

り単価とする。）を乗じて得た額。  2．6％に相当する額を限  り単価とする。）を乗じて得た額。  2．6％に相当する額を限  
イ B型児童館（1，500平方米以上）   度とする。以下同じ。）  イ B型児童館（1，500平方米以上）  度とする。以下同じ。）  

555，952千円  546．122千円  
（ただし、A型児童館と併設する場合に  （ただし、A型児童館と併設する場合に  

は厚生労働大臣が承認した額とする。）  は厚生労働大臣が承認した額とする。）  

（2）小型児童館（217．6平方米以上）  （2）′ト型児童館（217．6平方米以上）  

旦ヱ⊥旦旦旦干円  31，727千円  

都市部で児童館用地の取得が困難と認  都市部で児童館用地の取得が困難と認  
められる場合等（163．2平方米以上）  められる場合等（163．2平方米以上）  

24．740干円  24，：∃03干円  

（3）児童センター（336．6平方米以上）  （3）児童センター（336．6平方米以上）  

48，656千円  47．796千円  

ただし、大型児童センター（500平方  ただし、大型児童センター（500平方  

米以上）については、次に掲げる額。  米以上）については、次に掲げる額。  

旦j⊥」しL旦千円  63，766千円  

（4）放課後児童クラブ重（（2）、（3）の整備  （4）放課後児童クラブ室（（2）、（3）の整備  

とは別に整備する場合に限る。）  とは別に整備する場合に限る。）  
21．504干円  21．124千円  

2 1（7）（2）、（3）の整備の際、放課後児童ク  2 1ぴ）（2）、け川）整備の際、放課後児童ク  

ラブ重（31．8平方米以上）を設ける場合、  ラブ室（31．8平方米以上）を設ける場合、  

次の額を加算する。  次の額を加算する。  

旦」jj 6，728干円  

3 1の（1）、（2）及び（3）の整備の際、初度  3 1の（1）、（2）及び（3）の整備の際、初度  
設備を施設と一体的に整備する場合、次の  設備を施設と一体的に整備する場合、次の  

額を加算する。  額を加算する。  
（1）大型児童館については、1施設当たり  （1）大型児童館については、1施設当たり  

104，240干円  102，397干円  

（2）小型児童館及び児童センターについて  （2）小型児童館及び児童センターについて  

は、1施設当たり   2，563千円  は、1施設当たり  2．518千円   
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現  行  改  正  後  

大型児童センターについては、1施設  

当たり  4，551千円   

4 ′平成2年8月7日厚生省発児第123号   
りモ童館の設置運営について」の第4の1   

の（3）のアの（イ）及び2の（3）のア   

の（エ）に規定する移動型児童館用車両を   

整備する場合  上限3．756千円   

5 平成3年11月25日杜施策121号「都市部   

における社会福祉施設の整備の促進につい   

て」に定める既設社会福祉施設用地有効活   

用改築促進制度に適合する整備を行う場合   
には、1の施設の種類ごとに掲げる額に  

1．08を乗じて得た額とする。   

1 厚生労働大臣が承認した面稚（ただし、   

本文の4の表拡張の欄（1）の場合119平方   

米を限度とし、同棚（2）の場合31．8平方米   

を限度とする。）に付表2に掲げる1平方   

米当たり基準単価（実1平方米当たり単価   

が、1平方米当たり基準単価に満たないと   

きは実1平方米当たり単価とする。）を乗   

じて得た額。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   

型児童センターを除く。）で年長児童用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   

1施設当たり  4，551千円  

大型児童センターについては、1施設  

当たり  4，633千円   

4 平成2年8月7日厚生省発児第123号   
r児童館の設置運営について」の第4の1   

の（3）のアの（イ）及び2（7）（3）のア   

の（エ）に規定する移動型児童館用車両を   

整備する場合  上限3，824千円   

5 平成3年11月25日杜施第121号「都市部   

における社会福祉施設の整備の促進につい   

て」に定める既設社会福祉施設用地有効活   

用改築促進制度に適合する整備を行う場合   
には、1の施設の種類ごとに掲げる額に  

1．08を乗じて得た額とする。   

1 曙生労働大臣が承給した面相（たたし、   

本文の4（／）表拡張の欄（1）の場合119平方   

米を限度とし、同欄（2）の場合31．8平方米   

を限度とする。）に付表2に掲げる1平方   

米当たり基準単価（実1平方米当たり単価   

が、1平方米当たり基準単価に満たないと   

きは実1平方米当たり単価とする。）を乗   

じて得た額。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   

型児童センターを除く。）で年長児童用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   

を加算する。   

1施設当たり  1L 633干円  

車両の購入費及び改装費   車両の購入費及び改装費   

拡張に必要な工事費又は  

工事請負費及び工事事務費   
拡張に必要な工事費又は  

工事請負費及び工事事務費   

大規模修繕に必要な工事  

費又は工事請負費及び工事   

事務費  

1 厚生労働大臣が必要と認める額とする。   

ただし、第5欄に定める対象経費の実支   
出額（以下「実支出額」という。）がこれ   

に満たないときは、実支出額とする。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   
型児童センターを除く。）で年長児主用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額  

大規模修繕に必要な工事  
費又は工事請負費及び工事  
事務費  

1厚生労働大臣が必要と認める額とする。   
ただし、第5柵に定める対象経費の実支   

出額（以下「実支出額」という。）がこれ   

に満たないときは、実支出額とする。   

2 既存の小型児童館又は児童センター（大   
型児童センターを除く。）で年長児重用設   

備を施設と一体的に整備する場合、次の額   
を加算する。   
1施設当たり  4，633千円  

を加算する。  

1施設当たり  4，551千円  
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改  正  後   現  行   

付表1（略）  付表1  

都道ノ符県ノし口規模（こよるネ甫助基準面積  

都道府県の人口規模 補助基準面積の上限  

100万人未満  3，000平方米  

100万人以上300万人未満  4．000平方米  

1 

付表2  付表2   
1平方米当た り 基準単イ面   1平二方米当7‘ここ り 基準単イ面   

単  価   備  考  単  価  備  考   

129・700円  127・400円  

一
望
T
 
 
 



現  行  正  後  改  

別紙1   

別紙（2）  

別紙1   

別紙（2）  
事   業   計  画   事  業  計  画   

1 対象施設の概要  1 対象施設の概要  

省略   

2 施設整備費に係る事業計画  

省略   

2 施設整備費に係る事業計画  

（1）～（3）省略  （1）～（3）省略  

（4）施工計画   

ア 直営・請負の別   

イ 契約年月日   

り 着工年月日   

工 完成年月日   

オ 事業開始年月日  

（4）施工計画   

ア 直営・請負の別   

イ 内示年月日   

ウ 契約年月日   

工 着工年月日   

オ 完成年月日   

力 事業開始年月日  

（5）～（6）省略  （5）～（6）省略  

ヽ    ＿＿．－1．．．  ＿■」＿ご＿二ニデ   ． －J こ甑  －．叫一こ．，▲ノ通 



現  行  改  正  後  

別紙2   

別紙（2）   

1 対象施設の概要  

別紙2   

別紙（2）   

1 対象施設の概要  

事  業  計  画   事  業  計  画   

省略   

2 施設整備費に係る事業計画  

省略   

2 施設整備費に係る事業計画  

（1）～（4） 省略  （1）～（4） 省略  

（5）施工計画   
ア 直営・請負の別   

イ 契約年月日   
ウ 着工年月日   
工 完成年月日   
オ 事業開始年月日  

（5）施工計画  
直営・請負の別  

内示年月日  
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
 
 

契約年月日  
着工年月日  
完成年月日  
事業開始年月日  

（5）～（7） 省略   （5）～（7） 省略  



現  行  改  正  後  

別紙4   

別紙（2）  

別紙4   

別紙（2）  

事   業  計  画   事   業   計   画   

1 対象施設の概要  1 対象施設の概要  

省略   

2 施設整備費に係る事業計画  

省略   

2 施設整備費に係る事業計画  

（1）～（3）省略  （1）～（3）省略  

（4）施  （4）施工計画   
ア 直営・請負の別   

イ 契約年月日   
少 者工年月日   
工 完成年月日   
オ 事業開始年月日  

工計画  
直営・請負の別  

内示年月日  
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
 
 

契約年月日  
着工年月日  
完成年月日  
事業開始年月日  

（5）～（6）省略  （5）～（6）省略  

…ニ礼＿ぷ監這二阜 ∵J．J ＋1〟l■転し．＿＿＿  、＿▲鮮  ．威し■＿｝。」 ． “、戯＿＿▲．し 「＿【▲．  d■、、－－，．  ▲．   





現  行  改  正  後  

別紙7   

別紙（2）   

1 対象施設の概要  

別紙7   

別紙（2）   

1 対象施設の概要  
事 業 実 績 報 告 書   事 業 実 績 報 告 書   

省略  

2 施設整備費に係る事業内容  

（1）～（3）省略  

（4）施工期間、   
ア 契約年月日  
イ 着工年月日  
ウ 完成年月日  
工 事業開始年月日  

省略  

2 施設整備費に係る事業内容  

（1）～（3）省略  

（4）施工期間   
ア 契約年月日   
イ 内示年月日  
ウ 着工年月日  
工 完成年月日  
オ 事業開始年月日  

（5）～（6）省略  

（添付書類）  

省略  

（5）～（6）省略  

（添付書類）  

省略  

芸」，．、～  場． コ監一▲鴫′ど山   



別紙9   

別紙（2）  

事 業 実 績 報 告 書  

1 対象施設の概要  

省略  

2 施設整備費に係る事業内容  

（1）～（2）省略 

（3）施工期間  
ア 契約年月日  
イ 内示年月日   
ウ 着工年月日  
工 完成年月日  
オ 事業開始年月日  

（添付書類）  

省略  

別紙9   

別紙（2）  

事 業 実 績 報 告 書  

1 対象施設の概要  

省略  

2 施設整備費に係る事業内容  

（1）～（2）省略  

（3）施工期間  
ア 契約年月日  
イ 着工年月日  
り 完成年月日  
工 事業開始年月日  

（添付書類）  

省略   





平成22年度児童環境づくり基盤整備事業費補助金実施要綱 新旧対照表（案）  

改  正  後  現  行  

別 紙  

児童環境づくり基盤整備事業実施要綱   

1 目 的   

核家族化の進行、児勧郷眉境の複推・多   

様化により、家庭欄こおける子育て機能の低下といった問題が生じていること   

から、安心して子育てができる環境：竺L旦を推進するとともに、次代を担う児童の   

健全育成を支援することを目的とする。   

2 事業の内容  

この要綱において、次の事業を児童環境づくり基盤整備事業とする。   

Iiい一 ニjご  

（ユ）児童育成事業推進等対策事業（内容については、別添ユのとおり）   

ご一再い  

（旦）民間児童会常吉動事業（内容については、別準星のとおり）  

（旦）児童福泡ヒ施設併設型民間児童館事業（内容については、別嘩旦のとおり）   

剋」塗  

（旦）地域子育て環境づくり支援事業（内容については、別添旦のとおり）  

（5）地域組織活動育成事業（内容については、別添旦のとおり）   

陰   

3 事業の実施方法等   

各事業の実施については、別添1～旦に定めるところによるものとする。  

別 紙  

児童環境づくり基盤整備事業実施要綱   

1 目 的  

少子化や核家族化の進行、未婚化・脚部ヒという結婚をめぐる変化に加え、結   

婚した夫婦の出生率（ひ低下、夫婦共働き家庭の一般化、家庭封舌との両立が困難   

な職場など、児童と家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、子育てしやすい環境を   

国旦とともに、次代を担う児童の健全育成を支援することを目的とする。   

2 事業の内容   

この要綱において、次の事業を児童環境づくり基盤整備事業とする。  

（1）児童環境一づくり推進機情事業（内容については、躯  

（之）児童育成事業推進等対策事業（内容については、別添呈のとおり）  

（3）鋤こついては、別添3のとおり）  

」旦L民間児童館活動事業（内容については、別終生のとおり）  

」旦L児童福祉施設併設型民間児童館事業（内容については、別埠旦のとおり）  

（6）即こついては、別添6のとおり）  

」ヱL地域子育て環境づくり支援事業（内容については、別準ヱのとおり）  

（旦）地域組織活動育成事業（内容については、別添旦のとおり）  

（9）地域子育て支援拠点事業（内容については、別添9のとおり）   

3 事業の実施方法等   

各事業の実施については、別添1～旦に定めるところによるものとする。  

削 除  別添1閻嘲   
別嘩旦 児童育成事業推進等対策事業実施要綱  

（
祐
筆
一
望
 
 
 

別堺上 児童育成事業推進等対策事業実施要綱  



現  行  改  正  後  

1 目的 ～ 2 実施主体 （略）   

3 事業内容  

次に掲げる事業であって、全国的な推進を図ろう  

1 目的 ～ 2 実施主体 （略）   

3 事業内容   

次に掲げる事業であって、全国的な推進を図ろうとする際の先駆的な取組であ  
且、かつ、その成果等を全国に向けて発信することができる取組を対象とする。   

ただし、国が月Ij途定める国庫負担（補助）制度の対象となる事業は除外する。  

（1）児童育成のための普及啓発事業  

（2）児童健全育成に資する模範的事業  

（3）児童福祉、次世代育成支援対策等の推凰こ関し、児童福祉施設・地域住民・  
社会福祉臥・民法第34条の規定により設立された法人・特定非営利活動  

法人・ボランティア等に対する普及啓発事業  

（4）児童福祉の向上に資する各種研修会・連絡会議  

（5）児童福祉の向上を図るための開発・研究事業  

（6）その他（1）～（5）に準ずる事業   

4 事業実施の手続き ～ 6 費用 （略）  

とする際のモデルとなり、かつ、  

その成果等を全国に向けて発信することができる取組を対象とする。  

ただし、国が別途定める国庫負担（補助）制度の対象となる事業は除外する。  
（1）児童育成のための普及啓発事業  

（2）児童健全育成に資する模範的・奨励的事業  

（3）児童福祉、次世代育成支援対策等の推進に関し、児童福祉施設・地域住民・  
社会福祉法人・民法第34条の規定により設立された法人・特定非営利活動  

法人・ボランティア等に対する普及啓発事業  

（4）児童福祉の向上に資する各種研修会・連絡会議  

（5）児童福祉の向上を図るための開発・研究事業  

（6）その他（1）～（5）に準ずる事業   

4 事業実施の手続き ～ 6 費用 （略）  

別添3働   
別準生 民敵機常吉動事業実施要綱   

1趣旨 ～ 2 実施主体 （略）  

3 事業内容  

（1）～（4） （略）  

（5）地域子育て支援拠点事業ひ思量館型）  

学齢期の子どもが郷間等を利用して、親と子の交流、つど  
いの場を設置するとともに、子育て中の親などの当事者等をスタッフとし  

別準星 民間児童館活動事業実施要綱   

1趣旨 ～ 2 実施主体 （略）  

3 事業内容  

（1）～（4） （略）  

（5）地域子育て支援拠点事業脚  
本事業は、（1）～（4）と同様に、民間児童館が実施する事業として  

の位置づけであるが、事業内容等については、次世代育成支度対策  

ムーJl∴．’■l   ■■ －● ∵■■・ヽ・■・■  ．－ ． ．．  




